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○枚方市自転車駐車場条例 

昭和61年12月24日 

条例第31号 

 

（設置） 

第１条 道路交通の円滑化を図り、自転車等を利用する市民の利便に供するため、自転車駐

車場（以下「駐車場」という。）を設置する。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 自転車 道路交通法（昭和35年法律第105号）第２条第１項第11号の２に規定す

る自転車及びこれに類するもののうち市長が特に認めるものをいう。 

（２） 原動機付自転車 道路交通法第２条第１項第10号に規定する原動機付自転車を

いう。 

（３） 普通自動二輪車 道路交通法第３条に規定する普通自動二輪車（側車付きのもの

を除く。）をいう。 

（４） 大型自動二輪車 道路交通法第３条に規定する大型自動二輪車（側車付きのもの

を除く。）をいう。 

（５） 自転車等 自転車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車をいう。 

（名称及び位置） 

第３条 駐車場の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（事業） 

第４条 駐車場は、次に掲げる事業を行う。 

（１） 駐車場を自転車等の駐車の用に供すること。 

（２） 自転車等の安全利用に関する情報の収集及び提供を行うこと。 

（３） 自転車等の放置防止の啓発を行うこと。 

（使用車種） 

第５条 駐車場に駐車をすることができる車種は、自転車及び原動機付自転車（藤阪自転車

駐車場、村野自転車駐車場及び津田東自転車駐車場にあつては、自転車等）とする。 

２ 次の各号のいずれかに該当する自転車等は、その駐車を拒むことができる。 

（１） 駐車場の構造上駐車させることができない自転車等 
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（２） 引火、発火若しくは爆発のおそれがある物品又は著しい悪臭を発する物品を積載

する自転車等 

（３） 駐車場の施設及び設備又は他の自転車等を損傷するおそれがあると認められる

自転車等 

（４） 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる自転車等 

（指定管理者による管理） 

第６条 駐車場の管理は、法人その他の団体であつて、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第244条の２第３項の規定に基づき本市が指定するもの（以下「指定管理者」という。）

に行わせるものとする。 

２ 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第４条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

（２） 第９条に規定する使用の許可及び第11条に規定する使用の許可の取消し等に関

する業務 

（３） 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（駐車場の使用時間等） 

第７条 駐車場の使用は、全日について行うことができる。ただし、駐車場に自転車等を入

庫し、又は駐車場から自転車等を出庫することができる時間は、次に定めるとおりとする。 

（１） 入庫 午前４時45分から翌日の午前０時まで 

（２） 出庫 午前４時45分から翌日の午前１時まで 

２ 前項の規定にかかわらず、駐車場の整備その他必要があると認めるときは、駐車場の全

部又は一部の使用を制限することができる。 

（駐車場の使用区分） 

第８条 駐車場の使用区分は、一時使用（入庫の日からその翌日の午前１時までを限度とす

る使用方法をいう。）及び定期使用（月の初日から当該月の末日までを単位とする使用方

法をいう。以下同じ。）とする。 

（使用許可） 

第９条 駐車場を使用しようとする者は、指定管理者に申請してその許可を受けなければ

ならない。ただし、一時使用については、規則で定める駐車券の交付をもつて、その許可

があつたものとみなす。 

２ 指定管理者は、定期使用を許可したときは、規則で定めるところにより定期駐車券を交

付するものとする。 
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（使用料の額） 

第10条 駐車場を使用する者（以下「使用者」という。）は、別表第２に定める使用料を納

付しなければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第11条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用者に対し、

駐車場の使用を取り止めさせ、又は使用の許可を取り消すことができる。 

（１） 他の自転車等の駐車を妨げる行為をしたとき。 

（２） 駐車場の施設若しくは設備又は駐車中の自転車等を損傷するおそれがある行為

をしたとき。 

（３） 前２号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をし

たとき。 

（還付） 

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（減免） 

第13条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することが

できる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第14条 使用者は、駐車場の使用権を譲渡し、又は駐車場を他のものに使用させてはならな

い。 

（損害賠償） 

第15条 駐車場の施設又は設備に損害を生じさせた者は、これを原状に回復し、又はその損

害を賠償しなければならない。 

（市の免責事項） 

第16条 市は、駐車場における自転車等の保管に関し、善良な管理者の注意を怠らなかつた

場合は、自転車等の損傷、滅失、盗難等及び駐車場内における事故について損害賠償の責

めを負わないものとする。 

（委任） 

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、昭和62年７月１日から施行する。ただし、第５条第１項、第６条第１号及び
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第９条第１項の規定中定期使用許可及び定期使用に係る使用料の納付に関する部分並びに

第15条の規定は、同年６月24日から施行する。 

附 則〔平成28年12月８日条例第49号〕 

この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

 

名称 位置 

町楠葉自転車駐車場 枚方市町楠葉１丁目９番40号 

天満川自転車駐車場 枚方市楠葉並木２丁目40番10号 

藤阪自転車駐車場 枚方市藤阪南町３丁目１番20号 

牧野東自転車駐車場 枚方市牧野阪２丁目１番２号 

星丘自転車駐車場 枚方市星丘２丁目２番65号 

津田自転車駐車場 枚方市津田駅前１丁目15番15号 

長尾自転車駐車場 枚方市長尾元町６丁目１番４号 

村野自転車駐車場 枚方市村野西町58番１号 

香里園町自転車駐車場 枚方市香里園町５番６号 

宮之阪自転車駐車場 枚方市宮之阪４丁目１番30号 

光善寺自転車駐車場 枚方市北中振３丁目18番１号 

枚方公園自転車駐車場 枚方市伊加賀東町３番B１号 

御殿山自転車駐車場 枚方市御殿山町１番７号 

御殿山東自転車駐車場 枚方市御殿山町５番４号 

枚方市駅東自転車駐車場 枚方市岡東町27番20号 

枚方市駅西自転車駐車場 枚方市岡南町10番34号 

枚方市駅東第二自転車駐車場 枚方市岡東町653番10 

枚方市駅西第二自転車駐車場 枚方市新町１丁目７番地６外 

津田東自転車駐車場 枚方市津田駅前２丁目25番25号 

別表第２（第10条関係） 

 

区分 金額 

一時使用（１回） 定期使用（１月） 
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自転車 一般 100円 1,800円 

（1,500円） 

学生等 1,000円 

原動機付自転車 200円 3,000円 

（2,500円） 

普通自動二輪車 300円 4,000円 

（3,500円） 

大型自動二輪車 5,000円 

（4,500円） 

備考 

１ 「学生等」とは、学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の学校、同法第124条

の専修学校及び同法第134条第１項の各種学校に在学し、又は在園する者その他これ

に類する者並びに児童福祉法（昭和22年法律第164号）第７条第１項の児童福祉施設

に在所する者をいう。 

２ （  ）内の額は、屋外、３階及び地下２階部分に駐車する場合の使用料の額とす

る。 

３ 使用許可期間を経過して駐車した場合の使用料の額は、経過した日１日につき自

転車については100円、原動機付自転車については200円、普通自動二輪車及び大型自

動二輪車については300円とする。 

 


